
■利子補給の概要
・利子補給とは・・・　市内の事業者が低利で融資を受けられるように、市が金融機関に対し、利子の一部を事業者に代わり負担するもの

・利子補給を受けるには・・・　金融機関が市に毎月償還状況報告書を提出し、半年に一度利子補給申請書・請求書を提出することが必要

■利子補給申請と償還状況報告の手続きの流れ ・・・市役所での処理

・・・金融機関での処理

下期・・・
4月中旬から下旬

上期・・・
10月中旬から下旬

振込予定

　　　10日頃締め切り25日頃

金融機関が作成し、内容をチェック、発送

１、償還状況明細書（決まった形式で作成）

２、償還状況報告書（決まった形式で作成）

金融機関で保管

・利子補給金明細書

・金融機関別融資残高リスト

市が書類を発送

・利子補給金明細書

・金融機関別融資残高リスト

市が書類を発送

・利子補給交付申請書

・利子補給明細書

金融機関が発送

・利子補給交付申請書

金融機関で保管

・利子補給明細

金融機関で保管

・利子補給明細書

市が書類を発送

・利子補給請求書

・決定通知書

金融機関が発送

・利子補給請求書

金融機関で保管

・決定通知書

毎月の流れ
（３月・９月以外）

３・９月の

追加処理

明細書について、

約定どおりの返済がされている債権

については記載不要！

詳細は明細書の作成方法参照。


